
 

 

 

 

 

★ 展示部門 

開   催   日 主  た  る  分  野 

令和８年10月23日(金) 

          ～25日(日) 

工芸（型染め、パッチワーク、陶芸、ステンドグラス、木彫り等） 

書道､絵画､水墨画､ちぎり絵､写真､華道 等 

★ 舞台部門 

開   催   日  予定時間 主  た  る  演  目 

令和８年10月24日(土) 

【袖 幕 使 用】 

11:00開演 

15:30終演 

吟舞、バンド演奏、舞踊、謡曲仕舞、民謡、 

体操、ダンス、伝統芸能、郷土芸能等 

令和８年10月25日(日) 

【反響板使用】 

11:00開演 

15:30終演 

和音、吹奏楽、合唱、二胡、ギター、大正琴、 

詩吟等 

※ 出演時間は１組15分以内(入退場を含む)です。参加団体が確定した段階で調整します。 

※ 開演・終演時間は変更となる場合があります。 

 

【申込期限】 令和８年８月８日（土） 期限厳守 

【申込資格】 都南地区を拠点に公民館・文化活動を行っている社会教育関係団体等 

 都南公民館利用団体協議会に加入している団体 

 都南地区芸術文化団体連絡会議に加入している団体・個人 

【申込用紙】 都南公民館、見前地区公民館、飯岡地区公民館、乙部地区公民館、 

 見前南地区公民館、都南図書館、都南総合支所の各窓口、 

 キャラホールＨＰからダウンロード 

【会  場】 展示部門・舞台部門とも、都南文化会館 （キャラホール)・都南公民館 

【申込・問い合わせ先】 

 申し込みは、都南公民館 まで窓口へ持参又はファクス、メールで提出願います。 

  ＜都南公民館＞〒020-0834 盛岡市永井24-10-1 

  TEL:637-6611 FAX:637-8700 E-mail:tonan@mfca.jp 

 受付時間：9:00～21:30（月曜日休館 、祝日を除く） 

 

 

 

 

★ フリーマーケット フリーマーケットは、10月24日（土）・25日（日）に開催します。

出店については、裏面「フリーマーケット開催要項」をご覧ください。 
 

■主催 第34回都南公民館まつり（都南芸術祭）実行委員会､（公財）盛岡市文化振興事業団 

第34回都南公民館まつり(都南芸術祭） 

 出展・出演する団体を募集します 

フリーマーケット出店者も募集します  

※展示・舞台部門の参加者説明会を ９月３日（木）13時30分から都南公民館・小ホ―ルで開

催します。参加申込団体の代表者（代理可）は必ず出席してください。 

※開会式は、10月24日（土）９時45分から開催します。各団体１名以上参加願います。 



第34回都南公民館まつり フリーマーケット開催要項 

 

１ 日 時  令和８年10月 24日（土）・25日（日）10時～15時 30分 

 ※どちらか1日又は両日の出店も可 

２ 場 所  都南文化会館 大ホール ホワイエ 

３ 出店数  14区画（２メートル四方） 

４ 出店料  無料 

５ 申込期限 ９月11日（金）必着 （別紙申込書により申し込みください） 

※申込多数の場合、日にちごとに抽選となります。両日出店希望の場合、1日の

みとなる場合がありますのでご了承願います。 

 抽選結果は、９月18日（金）までにメールでお知らせします。 

６ 参加単位 個人、家族、団体、グループ単位で1ブースのみ 

７ 受付・搬入 当日は、９時以降に総合受付で受付し搬入してください。 

※２日間の出店の場合、１日目終了後、販売品を持ち帰るか、布をかけて下さい。 

８ 出店条件 

（1）出店申込者（成人）が当日参加してください。 

（2）申込多数の場合、抽選となります。 

（3）ブースの場所は、当日に抽選して決定します。 

（4）釣銭、敷物は各出店者が準備してください。館での両替はできません。 

（5）販売できるのは、古着や雑貨、本、食器、アクセサリー、ハンドメイド作品など

で、飲食物は販売できません。 

（6）物品・金銭の管理、販売に伴うトラブルや万引き等への対応は出店者の責任で行っ

てください。 

（7）15時 30分で終了します。終了後、ゴミ等は持ち帰り願います。 

（8）他の出店者や来場者等への迷惑行為があった場合は、退場していただく場合があり

ます。 

（9）記録のために写真を撮影しますのでご了承願います。 

 

９ 禁止事項 

（1）営利を目的とした在庫品の販売等。 

（2）偽ブランド品やコピー商品等の違法商品、盗品、危険物、飲食品、薬品、動植物、

公序良俗を害するものの販売。 

（3）掛け売り販売。 

（4）勧誘、宣伝活動となるような利用。 

（5）その他、主催者が不適当と判断した物品の販売や行為。 


